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財政点検小委員会の開催実績（令和4年度）
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第4回 令和4年5月9日

議題：特許特別会計の財政運営の状況について

１．令和3年度決算見通し

２．令和4年度政府予算、令和5年度概算要求の考え方

３．財政シミュレーション

４．審査請求料の減免制度見直し

５．情報公開の在り方 等について議論

第5回 令和4年11月28日

議題：特許特別会計の財政運営の状況について

１．令和3年度決算

２．令和5年度概算要求

３．財政シミュレーションの見直し

４．審査請求料の減免制度見直し

５．情報公開の在り方 等について議論



2※ 令和3年度決算は料金改定前の駆け込みによる歳入増（予算比約150億円増）が生じたため、令和4年度以降の歳入は反動減となる可能性。

年度 H14fy H15fy H16fy H17fy H18fy H19fy H20fy H21fy H22fy H23fy H24fy H25fy H26fy H27fy H28fy H29fy H30fy R1fy R2fy R3fy

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
歳入 1040 1041 1199 1268 1383 1548 1269 1098 1145 1154 1057 1122 1070 1126 1190 1144 1182 1227 1277 1479

歳出 1003 1040 1306 1046 1044 1074 1095 1094 1093 1060 1049 1076 1168 1282 1353 1375 1454 1569 1493 1438

PB 37 1 -108 222 324 431 166 -6 50 94 9 46 -98 -156 -163 -231 -272 -342 -216 40
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1,353 1,375

1,454

1,569

1,493

1,049

各種料金の引き下げ
【特許出願料・審査請求料・特許料、商標出願料･登録料、
意匠登録料等】

・特許審査請求料を引き上げ
・特許出願料・特許料を引き下げ

任期付審査官（約５００名）採用

システム最適化計画による歳出増（～2026年）

庁舎改修による歳出増（～2022年）

中小企業減免拡充・
審査請求料引き上げ

1,003

1,438

歳出歳入、剰余金の推移

R４年４月～
料金引き上げ
【特許料、商標登録料、国
際出願関係手数料】



中小減免見直し：対応の方向性

⚫ 高い潜在能力を有するが資金・人材面の制約で、十全な知財活動を実施できない者による発明を奨励
する等の目的の下、中小企業等に対して、審査請求料の減免制度を設けている。具体的には、資力制
約、研究開発等能力、新産業創出の程度を勘案し軽減率を設定。

⚫ この資力等の制約がある者の発明奨励等という制度趣旨にそぐわない形での制度利用が見られる実態を
踏まえ、一部件数制限を設ける旨の改正を行う。

⚫ ただし、上限件数及びその対象は、意欲ある中小企業・スタートアップ等によるイノベーション創出等を阻害
しないよう最大限配慮のうえ、政省令で定める。

※例えば、高い新産業創出能力が期待されるスタートアップ、小規模事業者、福島特措法認定中小や、企業とは性質が異な
る大学・研究機関等に対しては上限は設けないことを想定。
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【改正案】

減免申請件数

政省令で定める限度

減免対象外

（満額納付）

減免対象（件数制限なし）

【現行法】

減免対象

審査請求料の減免対象者 軽減率

中小企業 1/2に軽減

小規模事業者・創業10年未満中小 1/3に軽減

大学・研究機関等 1/2に軽減

福島特措法認定中小 1/4に軽減

生活保護受給者、市町村民税非課税者 免除

所得税非課税者、非課税中小企業 1/2に軽減

【審査請求料の減免対象者と軽減率】

減免対象

減免対象



（参考）審査請求料の減免適用の実績
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年間件数 2019年度 2020年度 2021年度

1-9件 12,652者 14,093者 15,468者

10-19件 218者 223者 273者

20-29件 67者 87者 82者

30-39件 38者 34者 40者

40-49件 18者 19者 15者

50-59件 9者 8者 10者

60-99件 27者 27者 23者

100-999件 29者 25者 27者

1000件以上 3者 4者 4者

平均件数 3.1件/者 3.1件/者 3.1件/者

（参考）
大企業の平均審査

請求件数
59件/者 59件/者 58件/者

減免件数の度数分布

（出典）特許庁調べ、データ取得日は以下のとおり。
＜減免件数＞2019年度：2020年10月28日、2020年度：2021年4月8日、2021年度：2022年5月16日
＜大企業の平均審査請求件数＞2019年度：2020年11月5日、2020年度：2021年6月21日、2021年度：2022年6月24日



（参考）審査請求料の減免適用の実績

対象者※ 申請件数(2021年度)

1サービス用機械器具製造業 3379件

2サービス用機械器具製造業 1631件

3サービス用機械器具製造業 1605件

4サービス用機械器具製造業 1339件

5サービス用機械器具製造業 794件

6サービス用機械器具製造業 656件

7サービス用機械器具製造業 439件

8サービス用機械器具製造業 438件

9独立行政法人 410件

10国立大学法人 287件

11国立大学法人 285件

12国立大学法人 251件

13国立大学法人 214件

14国立大学法人 204件

15国立大学法人 152件

16はかり製造業 146件

17独立行政法人 139件

18国立大学法人 134件

19サービス用機械器具製造業 131件

20独立行政法人 131件

※業種は日本標準産業分類を参考に特許庁にて分類。

【審査請求料減免申請件数（2021年度）のトップ20】

平均値：約５８件

中央値：７件

※大企業：中小企業基本法第２条第１項に

規定される従業員数、資本金額（注）

を満たさない企業。民間の信用調査会

社が保有する企業データより判別。

（注）中小企業基本法では、業種毎に中小

企業の範囲が規定されており、例えば、

製造業については、資本金３億円以下

又は従業員300人以下のいずれかを満

たすこととされている。

【大企業の審査請求件数（2021年度）】
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※2022年5月16日時点 特許庁調べ ※2022年6月24日時点 特許庁調べ

⚫ 2021年度に審査請求の減免申請を行った者のトップ20は下表のとおり。

⚫ 大多数の者（約15,000者）は年間申請件数が10件以下であるものの、一部の企業は、大企業を大
きく上回る水準で審査請求を行い、減免の適用を受けている。


